
福祉のまちづくり基本方針の見直しに係る検討経緯 

 

令和２年２月 12 日 まちづくり審議会（第２回） 

・「福祉のまちづくり基本方針」の見直しについて（諮問） 

 

７月 10 日 福祉のまちづくり検討小委員会（第１回） 

・福祉のまちづくりを取り巻く環境の変化と課題 

・現行福祉のまちづくり基本方針の推進施策の進捗状況と課題 

・福祉のまちづくり基本方針見直しの論点と検討のイメージ 

 

10 月 7 日 福祉のまちづくり検討小委員会（第２回） 

・福祉のまちづくり基本方針の見直しの方向性 

・次期福祉のまちづくり基本方針の推進施策 

 

11 月 27 日 福祉のまちづくり検討小委員会（第３回） 

・次期福祉のまちづくり基本方針（パブリック・コメント案） 

 

12 月 11 日 まちづくり審議会（第１回） 

・次期福祉のまちづくり基本方針（パブリック・コメント案） 

 

12 月 24 日 パブリックコメント（～令和３年１月 13 日） 

意見等の提出件数：14 件５者 

【別紙１、別紙２】 

 

令和３年１月 29 日 

(書面開催) 

福祉のまちづくり検討小委員会（第４回） 

・パブコメ結果の報告 

・次期福祉のまちづくり基本方針（案） 

 

２月 15 日 

（オンライン開催） 

 

まちづくり審議会（第２回） 

・答申案 

 

３月下旬 基本方針改定 

 

資料２－１ 
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パブリック・コメントにおいて 
提出された意見等の概要とこれに対する考え方 

  
案 件 名：福祉のまちづくり基本方針の改定 
意 見 提 出 期 間：令和２年 12 月 24 日（木）～令和３年１月 13 日（水）まで 
意見等の提出件数：14 件（５者） 
 

項目等 意見等の概要 件数 県の考え方 

公共 
交通 

３千人以上駅の２経路
目、３千人未満駅のバリア
フリー整備を支援すべき。 
 

１ 【既に盛り込み済】(本文Ｐ17) 
３千人以上で高齢者等の利用時に一般乗

降客より著しく長い距離の迂回を要する駅
の２経路目、３千人未満で３千人以上駅と
同程度の高齢者、乳幼児連れの利用が見込
まれる駅のバリアフリー化を促進する旨を
記載しています。 

聴覚障害者のため、駅構
内及び車内で音声情報と同
様の情報を提供するなど情
報格差を解消すべき。 
 

１ 【意見を反映】(本文Ｐ19) 
 聴覚障害者向けに、駅構内だけでなく車
内でも運行情報等について、わかりやすい
情報提供を推進する旨を追記しました。 

聴覚障害者にとって無人
駅での音声対応は不便。手
話等のやり取りができるカ
メラなどの設備が必要と思
われる。担当駅員の研修も
行ってもらいたい。 
 

１ 【既に盛り込み済】(本文Ｐ19)  
 交通事業者による乗客の移動支援のレベ
ルアップとして、交通事業者の移動支援の
取組を促すこととしており、無人駅での移
動支援の取組を促していきます。あわせ
て、レベルアップのための研修会を実施す
ることとしています。 

移動支援のレベルアップ
のための研修会について
は、当社としても積極的に
参加したい。 
 

１ 【既に盛り込み済】(本文Ｐ19)  
「交通事業者の移動支援のレベルアップ

のための研修会を実施する」と記載してい
るので、ご参加ください。 
 

引き続き、ノンステップ
バス導入を支援すべき。 
 

１ 【既に盛り込み済】(本文Ｐ18)  
民営バス事業者に対するノンステップバ

ス・リフト付きバス等の導入支援を行う旨
を記載しています。 

鉄道事業者だけでなくバ
ス事業者に対して、聴覚障
害者に対応するための接遇
研修を行うべき。 
 

１ 【既に盛り込み済】(本文Ｐ19)  
 「交通事業者の移動支援のレベルアップ
のための研修会を実施する」と記載してお
り、鉄道事業者だけでなくバス事業者に対
して研修を行うこととしています。 
なお、ご意見を踏まえ、バス事業者の接

遇研修に関する数値目標を設定します。 
公共 
施設 

主要駅周辺の交差点へエ
スコートゾーンとＬＥＤ付
音響信号装置の設置を促進
すべき。 
 

１ 【意見を反映】(本文Ｐ17) 
ご意見を踏まえ、「特に視覚障害者等の利

用の多い横断歩道にはエスコートゾーンの
整備を進めるとともに、信号機に高齢者や
視覚障害者の安全を支援する装置（視覚障
害者用付加装置等）の整備を推進する。」を
追記します。 

別紙１ 



2 

主要駅周辺のタクシー乗
降場への誘導点字ブロック
の整備を促進すべき。 
 

１ 【既に盛り込み済】(本文Ｐ16) 
 駅周辺で実施する「まちのチェック＆ア
ドバイス」において、タクシー乗降場への
点字ブロックの設置についても点検項目と
しています。必要に応じて設置を助言しま
す。 

宿泊 
施設 

聴覚障害者のために、客
室とフロントとの連絡設
備、エレベーター内での非
常連絡設備等を備えるべ
き。 
 

１ 【既に施策化済】(本文Ｐ13) 
 ご意見については、既に「施設整備・管
理運営の手引き」の推奨基準として明示し
ています。この基準による施設整備を宿泊
施設事業者に働きかけます。 

避難所 聴覚障害者のために、避
難所において、文字や手話
による対応や、コミュニケ
ーションボード、筆談ボー
ドを備えるべき。 
また、聴覚障害者への対

応方法を避難所運営者や管
理者に研修すべき。 
 

１ 【意見を反映】(本文Ｐ15) 
ご意見を踏まえ、「各避難所において多様

な要配慮者との意思疎通を図るため、コミ
ュニケーションボード等を整備するととも
に、必要に応じて手話通訳の配置を行う。
県は、市町職員向け研修等を通じて、上記
のことについての理解促進を図る。」を追記
します。 

聴覚障害者のために、福
祉避難所において、手話と
字幕の番組が見れるための
設備の設置を促進すべき。 
 

１ 【意見を反映】(本文Ｐ16) 
 ご意見を踏まえ、「県は、各福祉避難所に
おいて多様な要配慮者が災害情報を入手す
るための設備（文字放送用テレビ等）の設
置・活用を促す。」を追記します。 

チェッ
ク＆ア
ドバイ
ス 

聴覚障害者によるチェッ
ク＆アドバイスを増やすべ
き。 

１ 【既に盛り込み済】(本文Ｐ13) 
 毎年、聴覚障害者をはじめとした障害者
等の利用者、建築・福祉分野の専門家を福
祉のまちづくりアドバイザーとして登録し
ています。引き続き聴覚障害者もアドバイ
ザーの一員としてチェック＆アドバイスを
実施していきます。 

情報 
提供 

障碍者対応のまちづくり
について、民間で頑張って
取り組んでいる人たちを紹
介するためのお店マップ、
アプリを作るべき。 

１ 【既に盛り込み済】(本文Ｐ16、Ｐ19) 
ユニバーサル社会づくり推進地区におい

てユニバーサルマップの作成支援や、ユニ
バーサルツーリズムに資するユニバーサル
マップの作成を推進することとしていま
す。その中で民間事業者のバリアフリーの
取組を情報発信していきます。 

相互 
理解 

福祉用具展示ホールにお
いて、聴覚障害者に関する
展示物を増やすべき。 
 

１ 【具体の施策の参考とします】(本文Ｐ21) 
 福祉用具展示ホールでは、高齢者・障害者
の自立支援、介護従事者の負担軽減等を支援
するため、介護ロボットや福祉用具等の情報
発信・普及推進に取り組んでいます。ご意見
については、今後の展示運営にあたっての参
考とします。  



パブリック・コメントを踏まえた福祉のまちづくり基本方針修正（案） 

 

施策タイトル 

（本文ページ）

変更前 

（パブリック・コメント前） 

変更後 

（今回修正案） 

わかりやすい

バリアフリー

情報の提供

（p.19） 

誰もが容易に施設のバリアフ

リー化の情報が入手できるよ

う、ピクトグラムや点字を用

いた案内板、デジタルサイネ

ージ、音声案内などの活用に

より、わかりやすい情報提供

を推進する。 

誰もが容易に施設のバリアフリー

化の情報や公共交通機関の運行情

報等が入手できるよう、ピクトグ

ラムや点字を用いた案内板、デジ

タルサイネージ、音声案内、文字

情報などの活用により、わかりや

すい情報提供を推進する。 

（施策タイトルは「わかりやすい

情報の提供」に変更） 

既設歩道のバ

リアフリー化

（p.17） 

高齢者や身体障害者のみなら

ず誰もが安全で安心して利用

できる歩行空間を整備するた

め、移動等円滑化促進法の重

点整備地区等を中心に、波打

ち歩道の解消や段差解消等に

よる既設歩道のバリアフリー

化を推進する。 

変更前の文章に続けて「また、特

に視覚障害者等の利用の多い横断

歩道にはエスコートゾーンの整備

を進めるとともに、信号機に高齢

者や視覚障害者の安全を支援する

装置（視覚障害者用付加装置等）

の整備を推進する。」を追記 

避難所運営指

針等に基づく

避難所の指定 

（p.15） 

市町は、「避難所における良好

な生活環境の確保に向けた取

組指針（内閣府）」及び「避難

所運営指針（県）」に基づき、

できる限りバリアフリー化さ

れた学校、公民館、福祉スポ

ーツセンター等を一般の避難

所として指定する。 

変更前の文章に続けて「また、各

避難所において多様な要配慮者と

の意思疎通を図るため、コミュニ

ケーションボード等を整備すると

ともに、必要に応じて手話通訳の

配置を行う。県は、市町職員向け

研修等を通じて、上記のことにつ

いての理解促進を図る。」を追記 

バリアフリー

化された福祉

避難所の指定 

(p.16) 

市町は、一般の避難所での避

難生活が困難な要援護者のた

めに、段差の解消や障害者ト

イレの整備された老人福祉セ

ンター等を福祉避難所として

指定する。 

変更前の文章に続けて「県は、各

福祉避難所において多様な要配慮

者が災害情報を入手するための設

備（文字放送用テレビ等）の設

置・活用を促す。」を追記 
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エスコートゾーン及びＬＥＤ付音響信号機について 

 

○エスコートゾーン 

・視覚障害者が横断時に手がかりとするため、横断歩道に設置される突起体の列 

 
社会福祉法人 日本視覚障害者団体連合 「まちを歩くために」(H23.10)より（http://nichimou.org/） 

 

 

○ＬＥＤ付音響信号機 

・高齢者、視覚障害者等に配慮された高さに設置され、色や音を確認しやすい信号機 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：篠原電機株式会社ホームページ（https://www.shinohara-elec.co.jp） 

別紙２（参考資料） 


